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論壇
Ⅰ

は
じ
め
に

令
和
4
年
1
月
よ
り
電
子
帳

簿
保
存
法
が
改
正
と
な
り
、
令

和
4
年
1
月
1
日
以
後
に
備
付

け
を
開
始
す
る
国
税
関
係
帳
簿

又
は
保
存
を
行
う
国
税
関
係
書

類
並
び
に
同
日
以
後
行
う
電
子

取
引
に
つ
い
て
、
改
正
後
の
電

子
帳
簿
保
存
法
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
は
、
事
前
承
認

制
度
の
廃
止
や
優
良
な
電
子
帳

簿
の
過
少
申
告
加
算
税
の
軽
減

措
置
な
ど
、
多
く
の
面
で
抜
本

的
な
見
直
し
が
図
ら
れ
て
お

り
、
改
正
の
多
く
が
納
税
者
の

帳
簿
書
類
の
保
存
の
負
担
軽
減

を
図
る
べ
く
、
電
子
デ
ー
タ
等

に
よ
る
保
存
を
促
進
す
る
改
正

内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
方

で
、
物
議
を
醸
し
て
い
る
の

が
、
改
正
点
の
一
つ
、
電
子
取

引
の
出
力
書
面
に
よ
る
保
存
の

廃
止
で
あ
る
。

こ
の
電
子
取
引
の
出
力
書
面

に
よ
る
保
存
の
廃
止
に
つ
い
て

は
、
電
子
帳
簿
保
存
法
改
正
の

直
前
に
、
2
年
間
の
宥
恕
措
置

（
電
子
取
引
の
電
磁
的
記
録
の

保
存
要
件
へ
の
対
応
が
困
難
な

事
業
者
の
実
情
に
配
意
し
、
そ

の
出
力
書
面
等
の
保
存
措
置
の

廃
止
を
事
実
上
延
長
す
る
た
め

の
措
置
）
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
、
一
定
の
猶
予
が
も
た

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
先
延
ば

し
が
図
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
事

業
者
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
と

い
う
事
情
に
か
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
で
、
電
子
取
引
の
出
力

書
面
に
よ
る
保
存
の
廃
止
へ
の

対
応
で
、
事
業
者
の
負
担
が
特

に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
改
正

電
子
帳
簿
保
存
法
の
検
索
要
件

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅱ

改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
の
検
索
要
件

改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
で

は
、
電
子
帳
簿
等
保
存
・
ス
キ

ャ
ナ
保
存
・
電
子
取
引
デ
ー
タ

保
存
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

①
〜
③
の
条
件
を
全
て
満
た
す

形
で
検
索
要
件
を
充
足
す
る
こ

と
を
必
要
と
し
て
い
る
。

・
条
件
①

取
引
等
の
「
日

付
・
金
額
・
相
手
方
」
で
検

索
が
で
き
る

・
条
件
②

「
日
付
・
金
額
」

に
つ
い
て
範
囲
を
指
定
し
て

検
索
が
で
き
る

・
条
件
③

「
日
付
・
金
額
・

相
手
方
」
を
組
み
合
わ
せ
て

検
索
が
で
き
る

ま
た
、
検
索
機
能
を
確
保
す

る
簡
易
な
方
法
と
し
て
、
①
表

計
算
ソ
フ
ト
等
で
索
引
簿
を
作

成
す
る
方
法
、
②
規
則
的
な
フ

ァ
イ
ル
名
を
付
す
方
法
の
2
つ

を
例
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
実
務
で
の
運
用
を

考
え
る
と
、
会
計
帳
簿
の
場
合

は
、
一
般
的
に
は
、
会
計
シ
ス

テ
ム
を
使
用
し
て
管
理
さ
れ
る

た
め
、
会
計
シ
ス
テ
ム
が
備
え

る
検
索
機
能
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
検
索
要
件
を
充
足
す
る
こ

と
へ
の
支
障
が
少
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
で
、ス
キ
ャ
ナ
保
存
、電

子
取
引
に
関
す
る
電
子
デ
ー
タ

等
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
証
憑

書
類
の
保
存
デ
ー
タ
を
管
理
す

る
シ
ス
テ
ム
が
、一
般
的
に
、検

索
要
件
を
充
足
す
る
機
能
を
持

た
な
い
場
合
が
多
く
、
ま
た
、

運
用
の
面
か
ら
も
、「
日
付
・

金
額
・
相
手
方
」
を
検
索
可
能

デ
ー
タ
に
登
録
・
設
定
す
る
こ

と
が
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
。

そ
の
他
、
簡
易
な
方
法
と
し

て
例
示
さ
れ
る
①
表
計
算
ソ
フ

ト
等
で
索
引
簿
を
作
成
す
る
方

法
、
②
規
則
的
な
フ
ァ
イ
ル
名

を
付
す
方
法
の
煩
雑
性
も
含
め

て
考
え
る
と
、
現
時
点
で
、
電

子
取
引
に
つ
い
て
、
改
正
電
子

帳
簿
保
存
法
の
検
索
要
件
を
充

足
で
き
て
い
る
事
業
者
は
相
当

に
少
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

Ⅲ

検
索
要
件
の
対
応
が
困
難
な
理
由

電
子
帳
簿
保
存
法
で
は
、
電

子
取
引
を
、
取
引
情
報
の
授
受

を
電
磁
的
方
式
に
よ
り
行
う
取

引
と
定
義
し
、
こ
の
取
引
情
報

を
、
取
引
に
関
し
て
受
領
し
、

又
は
交
付
す
る
注
文
書
、
契
約

書
、
送
り
状
、
領
収
書
、
見
積

書
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書

類
に
通
常
記
載
さ
れ
る
事
項

（
日
付
、
取
引
先
、
金
額
等
の

情
報
）
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
電
子
帳
簿
保
存

法
一
問
一
答
問
4
に
お
い
て
、

電
子
取
引
の
7
つ
の
例
示
を
挙

げ
て
い
る
。

こ
の
例
示
の
う
ち
、
⑸
の
Ｅ

Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
は
、
一
般
的

に
、
自
社
又
は
取
引
関
係
の
あ

る
取
引
先
が
管
理
す
る
も
の
で

あ
り
、
会
計
シ
ス
テ
ム
な
ど
と

同
様
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た

取
引
デ
ー
タ
の
保
存
が
可
能
な

た
め
、
検
索
要
件
を
充
足
す
る

の
に
支
障
が
少
な
く
、
ま
た
、

⑶
や
⑷
の
電
子
請
求
書
や
電
子

領
収
書
の
授
受
あ
る
い
は
決
済

デ
ー
タ
等
を
活
用
す
る
ク
ラ
ウ

ド
サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
元
よ
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

化
し
た
取
引
デ
ー
タ
の
保
存
及

び
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
保
証
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
検
索
要
件
を

充
足
す
る
の
に
支
障
が
少
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外

の
⑴
⑵
⑹
⑺
の
電
子
取
引
に
つ

い
て
は
、
そ
の
多
く
が
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
な
ど
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
さ
れ
て
い
な
い
デ
ー
タ
を

介
し
た
取
引
情
報
の
授
受
に
な

る
た
め
、「
日
付
・
金
額
・
相

手
方
」
で
検
索
可
能
な
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
す
る
た
め
に
は
、
不

足
す
る
日
付
、
金
額
及
び
取
引

先
の
情
報
を
手
入
力
す
る
な
ど

の
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、

多
大
な
負
担
と
な
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

Ⅳ

検
索
要
件
に
つ
い
て
の
疑
問
点

2
年
間
の
宥
恕
措
置
が
経
過

す
る
令
和
6
年
1
月
か
ら
は
、

多
く
の
事
業
者
が
、
電
子
帳
簿

保
存
法
が
求
め
る
検
索
要
件
を

充
足
す
る
形
で
電
子
取
引
デ
ー

タ
を
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
が
、
電
子
取
引
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
全
て
に
つ

い
て
「
日
付
・
金
額
・
相
手

方
」
で
検
索
可
能
な
デ
ー
タ
を

求
め
る
こ
と
は
現
実
的
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
か
？

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
電
子

取
引
に
つ
き
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
シ
ス
テ

ム
、
電
子
請
求
書
や
電
子
領
収

書
の
授
受
あ
る
い
は
決
済
デ
ー

タ
等
を
活
用
す
る
ク
ラ
ウ
ド
サ

ー
ビ
ス
は
、
検
索
要
件
を
充
足

す
る
の
に
支
障
が
少
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の
例

え
ば
メ
ー
ル
等
に
よ
る
取
引
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
負
担
が
大

き
く
な
る
。
ま
た
、近
年
、手
軽

に
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
が
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、

複
数
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の

併
用
が
当
た
り
前
と
な
り
、
デ

ー
タ
の
統
合
が
一
筋
縄
で
は
い

か
な
く
な
っ
て
い
る
な
ど
の
事

情
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

先
ん
じ
て
電
子
帳
簿
保
存
法

改
正
へ
の
対
応
を
検
討
し
た
事

業
者
で
は
、
実
質
的
に
手
作
業

で
、
検
索
可
能
デ
ー
タ
を
用
意

す
る
以
外
の
対
応
策
を
見
い
だ

せ
ず
、
様
子
見
と
な
っ
て
い
る

の
が
現
状
と
聞
く
。
な
か
に

は
、
電
子
取
引
を
排
除
し
、
紙

で
の
取
引
へ
の
切
り
替
え
を
図

る
事
業
者
も
あ
る
と
の
こ
と

で
、
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
論
と
し

て
、ス
キ
ャ
ナ
保
存
、電
子
取
引

に
関
し
て
、「
日
付
・
金
額
・

相
手
方
」
で
検
索
可
能
な
デ
ー

タ
を
求
め
る
意
義
に
つ
い
て
も

疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
般
に
、
税
務
調
査
で
は
帳

簿
の
確
認
を
基
本
に
、
帳
簿
に

関
連
す
る
書
類
や
取
引
情
報
の

確
認
を
行
っ
て
い
く
も
の
と
聞

く
。
ま
た
、
証
憑
を
単
独
で
精

査
す
る
場
面
が
あ
る
に
し
て

も
、「
日
付
・
金
額
・
相
手
方
」

で
検
索
可
能
で
あ
る
必
要
性
は

乏
し
く
、
特
定
の
期
間
別
な
い

し
相
手
先
別
に
分
類
保
存
し
た

デ
ー
タ
を
精
査
す
る
の
が
一
般

的
と
思
わ
れ
る
。
実
務
的
な
視

点
で
は
、
取
引
情
報
の
検
索
性

よ
り
も
、
帳
簿
に
関
連
す
る
書

類
や
取
引
情
報
に
迅
速
に
ア
ク

セ
ス
す
る
た
め
の
帳
簿
と
書
類

の
関
連
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
紙
の
書
類
に
よ
る

保
存
は
、「
日
付
・
金
額
・
相

手
方
」
で
検
索
可
能
で
あ
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
帳

簿
と
書
類
間
の
関
連
性
を
確
保

し
つ
つ
、
日
付
別
や
相
手
先
別

に
分
類
し
て
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
紙
の
書
類
の
保
存
に
対

し
て
、
電
子
取
引
に
つ
い
て

は
、
手
入
力
を
し
て
で
も
、「
日

付
・
金
額
・
相
手
方
」
で
検
索

可
能
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成

を
求
め
る
の
は
、
事
業
者
の
負

担
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
く
よ

う
に
思
え
る
。

Ⅴ

終
わ
り
に

以
上
、
改
正
電
子
帳
簿
法
の

検
索
要
件
に
つ
い
て
縷
々
述
べ

た
が
、
結
論
と
し
て
は
、
電
子

取
引
が
関
わ
る
多
く
の
事
業
者

に
対
し
て
、
過
剰
な
コ
ス
ト
や

手
間
が
か
か
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
現
行
の
検
索
要
件
の
も
と

で
電
子
取
引
デ
ー
タ
の
保
存
を

義
務
化
す
る
こ
と
は
、
現
実
的

で
は
な
く
、
再
考
を
求
め
る
べ

き
と
考
え
る
。

平
成
10
年
の
電
子
帳
簿
保
存

法
創
設
の
も
と
と
な
っ
た
政
府

税
制
調
査
会
の
「
平
成
10
年
度

の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
」

で
は
、「
電
子
デ
ー
タ
等
に
よ

る
保
存
を
容
認
す
る
た
め
の
環

境
整
備
と
し
て
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
取
引

（
取
引
情
報
の
や
り
取
り
を
電

子
デ
ー
タ
の
交
換
に
よ
り
行
う

取
引
）
に
係
る
電
子
デ
ー
タ
の

保
存
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
望

ま
し
い
と
考
え
ま
す
。」
と
す

る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
に
、
創
設
当
初

の
電
子
取
引
の
保
存
要
件
は
、

も
っ
ぱ
ら
Ｅ
Ｄ
Ｉ
取
引
を
想
定

し
て
設
計
さ
れ
た
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
確
か
に
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ

取
引
は
、
一
般
に
取
引
量
が
膨

大
と
な
り
、
検
索
機
能
が
な
い

と
デ
ー
タ
の
検
証
が
で
き
な
い

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
電
子
帳

簿
保
存
法
が
求
め
る
検
索
要
件

の
必
要
性
は
理
解
で
き
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
と
は

電
子
取
引
を
取
り
巻
く
環
境
は

大
き
く
変
わ
り
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
取
引

以
外
に
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
使
っ
た
取
引
が
普
及
し
、

様
々
な
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
も

登
場
し
、
シ
ス
テ
ム
の
利
用
環

境
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

電
子
取
引
が
一
般
化
し
た
結

果
、
従
来
、
紙
で
の
取
引
を
し

て
い
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
電
子

デ
ー
タ
に
置
き
換
わ
っ
た
だ
け

と
い
う
べ
き
も
の
も
多
く
な
っ

て
い
る
。

今
後
2
年
間
の
宥
恕
措
置
の

間
に
、
電
子
取
引
に
は
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
し
て
の
保
存
要
件

が
適
す
る
場
合
と
、
紙
の
書
類

の
保
存
に
準
じ
た
保
存
要
件
が

適
す
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
た
再
検
討
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

改
正
電
子
帳
簿
保
存
法
の
検
索
要
件
に

つ
い
て
の
考
察

村上 秀次
【小石川】
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